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1――温室効果ガス排出量算定の共通基準が求められる 

国際的に地球温暖化対策の取り組みが推進される中、企業においても温室効果ガス(Green House 

Gas: GHG)の排出量削減が求められている。こうした中、企業は自社の事業での排出量の公表や事業で

の排出の実態を把握するために排出量を算定することが求められている。 

こうした温室効果ガスの排出についての情報を整備していく上では、各社が基準が異なる独自ルー

ルによって算出する数値ではなく、共通のスタンダードによって排出量を算定することが統一的な評

価や対策を行う上で必要となっている。 

排出量の算定について、国際的なイニシアチブである「GHG プロトコル」で世界共通の基準が策定

されるとともに、各国はこれに沿って関連する制度を策定している1。本稿では、GHGプロトコルを中

心に温室効果ガス排出量の算定について分かりやすく解説したい。 

 

2――温室効果ガス排出量算定の国際的な基準「GHGプロトコル」 

GHG プロトコルは温室効果ガス排出量の算定と報告に関する国際的な基準を開発しその利用を促進

することを目的として、基準・ガイダンス等をホームページで公開している。GHGプロトコルは 1998

年に世界環境経済人協議会(World Business Council for Sustainable Development: WBCSD)と世界資

源研究所(World Resources Institute: WRI)によって共同設立された。 

排出量は一般的に温室効果ガスを排出する活動の量(活動量)と活動量ごとの排出量(排出原単位)を

掛け合わせることで算出される(図表１)。活動量は、電気の使用量や貨物の輸送量、廃棄物の処理量

といったものが挙げられ、社内データや文献データ、業界平均データなどを用いる。排出原単位は様々

な活動の排出原単位をまとめた「排出原単位データベース」を参照する他、取引先などからの情報や

実測値を用いる場合もある。 

  

 
1 温室効果ガス排出量の算定基準には GHG プロトコルの他、投融資を通じた排出量の算定基準である金融向け炭素会計パー

トナーシップ(Partnership for Carbon Accounting Financials: PCAF）などがあるが、これについては別途説明したい。 

2023-07-12 

基礎研 

レター 

温室効果ガス排出量の算定について

学ぼう 
 

 

 

 

 

 

金融研究部 准主任研究員・ESG推進室兼任 原田 哲志 

(03)3512-1860  harada@nli-research.co.jp 

ニッセイ基礎研究所 



 

2｜               ｜ニッセイ基礎研レター 2023-07-12｜Copyright ©2023 NLI Research Institute All rights reserved 

 

図表１ CO2排出量算定の基本式 

 

 

また、従来は排出量の算定は自社の事業での直接的な排出のみを対象としていたが、温室効果ガス

の排出量削減は自社が直接的に排出するものだけでなく、原料調達から製造、物流、販売、廃棄に至

るまでのサプライチェーン全体での削減が求められる。 

このことから、GHG プロトコルはサプライチェーン全体を排出量算定の対象範囲としている。GHG

プロトコルでは、排出量の算定範囲を①燃料の燃焼、自家発電、工業プロセスといった事業者自らに

よる温室効果ガスの直接排出 (Scope1)、②他社から供給された電気、熱・蒸気の使用に伴う間接排出

(Scope2)、③事業者の活動に関連する他社や製品の使用者による排出といった Scope1、Scope2以外の

間接排出(Scope3)に区分しており、サプライチェーン排出量は Scope1,2,3の排出量を合計して算定さ

れる(図表２)2。 

また、GHGプロトコルでは Scope3に属するサプライチェーン上での活動を、原材料などの調達、輸

送・配送、製品の使用、廃棄など１５のカテゴリに分類しており、Scope3の排出量はこれらの排出量

を合計して算定される。 

 

図表２ サプライチェーン排出量算定のイメージ 

サプライチェーン排出量＝Scope1排出量＋Scope2排出量+Scope3排出量 

 

 

 
2 環境省(a) 

(資料)環境省を元に筆者作成 

(資料)環境省を元に筆者作成 
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3――日本での温室効果ガス排出量の算定・報告・公表 

温室効果ガスの算定や報告について、日本では 2006年より「地球温暖化対策の推進に関する法律(温

対法)」に基づく「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」により企業などは温室効果ガスの排出

量の算定と国への報告が求められており、国は報告された情報の集計・公表を行っている3。 

また、2022 年から東京証券取引所プライム市場上場企業はコーポレートガバナンスコードにより、

TCFDに基づいた情報開示が求められているのに加え、2023年には「企業内容等の開示に関する内閣府

令」が改正、有価証券報告書にサステナビリティに関する記載欄が新設されている。 

排出量の算定・報告が求められる中、環境省は GHGプロトコル Scope3算定報告基準に整合する「サ

プライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」を公表、排出量の具体

的な算定方法や算定事例を示すことで企業の排出量の算定・報告を支援している(図表３)。排出量の

算定はカテゴリ毎に異なる方法が適用されており、ガイドラインでは代表的なカテゴリの算定方法を

示している(図表４)。 

図表３は、電気スタンドの製造を想定したカテゴリ１原材料の調達等による排出量の算定の例を示

している。この排出量は電球、スタンドの原料となるプラスチックなどそれぞれの原料の数量と単位

量あたりの排出量を掛け合わせ、それを合計することで算定される。また、排出量の算定方法はカテ

ゴリにより異なり、例えばカテゴリ４調達輸送による排出量の場合、「素材の総購入量×輸送距離×

トンキロ法排出原単位」などにより算定される。 

 

図表３ カテゴリ１原材料の調達等による排出量の算定の例(電気スタンドの製造を想定) 

 

 

 

 
3 環境省(b) 

数値 単位 数値 単位 出典 数値 単位

電球 400 百万円 2.67
t-CO2/

百万円

排出原単位DB

P.11 電球類
1068 t-CO2

スタンド素材

(プラスチック)
200 百万円 4.00

t-CO2/

百万円

排出原単位DB

P.10 プラスチック製品
800 t-CO2

… … … … … … … …

調達物
年間購⼊量 排出原単位 排出量

図表４ 代表的なカテゴリの排出量の算定方法の例 

カテゴリ４ 調達輸送による排出量 

＝素材の総購入量×輸送距離×トンキロ法排出原単位 

 

カテゴリ１１ 販売した製品の使用による排出量 

＝1 台の消費電力×年間稼働時間×耐用年数×電力の排出原単位×販売台数 

カテゴリ１２ 販売した製品の廃棄 

＝総販売量×埋立処理の原単位 

(資料)環境省を元に筆者作成 

(資料)環境省を元に筆者作成 

(注) 電球、スタンド素材等の調達部品毎の排出量を「調達金額」×「排出原単位」から算定 
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4――おわりに 

本稿では、温室効果ガス排出量の算定について説明した。排出量削減に取り組むには、排出の現状

について把握するために共通の基準による排出量の算定が必要である。排出量削減の取組みは自社が

直接的に排出する温室効果ガスがまず対象となってきたが、社会全体での排出量ネットゼロを達成す

るためにサプライチェーン全体での排出量算定と削減が重要となっており、サプライチェーン全体で

の排出量算定の普及が進められている。 

排出量削減が国際的に求められる中で、事業における排出量削減や技術革新は新たなビジネスチャ

ンスの獲得や競争力の向上につながり得ることから重要性が増している。排出量削減には様々な取組

みが世界で続けられており、その進展に引き続き注目していきたい。 
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